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1　はじめに一本稿の視点と目的

　非営利事業組織1）台頭の背景として、通常、経

済学の立場から指摘されるのは「市場の失敗」

「政策の失敗」である。まず市場の正常な機能に

よって、社会に財の最適な配分が成されるという

想定が、公害の発生などに代表される外部不経

済、情報のアシンメトリーなどによって破綻し

た。そこで企業活動に対する、国家の側の規制、

介入が強化されるが、その公的介入も、最適な配

分を保障するものではないことは言うまでもな

い。旧ソ連の計画経済の崩壊にみられる「失敗」、

資本主義国の、財政難や官僚組織の硬直化や腐

敗、再配分機能の不全などの「失敗」が決定的と

なったというのが、サラモン、アンハイマーに代

表される市場、政府失敗論の概要である（Salam－

on，　Anheimer，1994）。

　しかし、「政府の失敗」と「市場の失敗」が非営

利組織の胎頭をうながしたとする議論は次の二つ

の点で補足が必要であろう。まず第一に、日本の

実態をみるならば、市場と国家のそれぞれの失敗

よりも、両者の相互依存のシステムの変容こそが

議論の焦点となろう。グローバリズムの中で市場

の機能が規制緩和というかたちで強化され、その

結果不安定となった経済システムを再び国家が介

入して手当てするという、国家と市場の入れ子細

工のような支えあいが、かつてのような強度を持
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ち得なくなっていることが、「失敗」の様層であ

る（姜尚中・吉見、1999）。市場・国家・市民社会

にそれぞれ固有の論理があることは否定できな

い。しかしその論理は不変でなく相互作用の中で

変容していく。非営利組織の胎頭も、市場と国家

の「退場」の結果として捉えるのではなく、三者

の相互作用のダイナミズムの中で位置づける必要

があろう。

　第二の補足は両者の「失敗」が自動的に民間非

営利組織を活性化するのではないという点であ

る。これに加えて「市民社会の変容」が指摘され

よう。両者の失敗だけでは、あらたな方向とし

て、新自由主義、すなわち規制緩和によって、競

争的な側面を強化した市場原理の登場もあり得る

からである。日本社会の動きを見れば多言を要す

まい。

　「市民社会の変容」については、日本の場合、

とりわけ阪神・淡路大震災を契機とするボラン

ティアへの着目が挙げられるが、それ以前から住

民運動や生協運動、労働運動の中で、「『対立』（異

議申し立て）からr創造』（担い手）へ」といった

特徴が挙げられるようになった。また、それらを

促進するいくつかの要素の中で、「使命共同体」

「多元的価値」「ネットワーク型組織」「地域社会

の再生」などのキーワードが頻出するようにな

る。

　営利を目的としない事業組織への着目も、こう

した流れの中に位置つくものといえよう。すなわ

ち、経済的利益の最大化を第一の目的とはせず、

福祉、教育、文化、環境保全、そして雇用創出な

どの社会的目的の実現を主目的とする点（社会的

有用事業）、異なる利害関心の担い手が事業運営

の参画する点（「マルチステイクホルダー」組

織）、ピラミッド型のハイアラーキーではなく水

平型の意志決定と組織運営、および小規模事業体

の自律性を尊重した上での共同プロジェクト

（ネットワーク型事業）、直接のサービス提供者、

利用者だけでなく、その事業組織が活動する地域

社会全体に対して働きかけを行う点（共益から地

域の公益へ）などがその特徴とされる。

　本稿も大枠ではこうした流れに組みするもので

はあるが、本論に先だってとりわけ以下の三点を

確認しておきたい。第一に、非営利事業組織は

「市場」や「政府」を肩代わり、補完するべき存

在ではないこと。これは昨今議論の対象となって

いるウエルフェア・ミクスの捉え方とも関わる

が、本稿では最小限の前提として、ミクスの形態

が、コストや技術などの理由から市場サービスや

公的サービスが参入しない部分を肩代わりするも

のとして構想されるなら、非営利部門は市場や政

府に従属的な存在となる危険性があることを述べ

ておきたい（田中、1999　a）。

　第二に、したがって非営利事業組織は、自らの

実践を通して、市場や政府に視点と行為の変更を

迫るべき存在であること。ミクス論においては、

「パートナーップ」が強調されているが、その場

合緊張や葛藤をはらんだ上での連携であることが

求められよう。

　また第三に、前述の、市場や政府に対する批判

の契機も含んだ連携を構築するためには、非営利

事業側に高度な政策提言能力が必要とされるこ

と。さらにそうした政策づくりを可能とするため

に、教育機会の整備、実験的取り組みの奨励、評

価活動の実施等をめぐって、単一の組織づくりは

もとより、複数の事業体の連合組織のあり方が問

われること。

　すなわち、「市場の失敗」や「政策の失敗」に

伴って着目されるようになった非営利事業組織

は、当初は必要に迫られて社会的ニーズに対応し

ていたものの、一定の発展の後、市場や行政に行

動様式の変更を求めるに至るプロセスに着目する

ことが、このイタリア非営利事業組織研究の課題

である。換言すれば、市場、公的主体との社会関

係の見直しを可能とする非営利組織の条件を検討

することといえよう2）。具体的な展開の場として、

三つの諸関係、すなわち①労働組合との関係、②

市場との関係（財・サービスの市場、労働市場）、

③行政との関係（特に委託関係）について、それ

ぞれの場面で「社会的構築」がどのように進行し

つつあるのかが当面の研究テーマである。なお、

①については目下、調査の途上にあること、③に

ついて別稿で試論中（田中、2000a）のため、本

稿では②、とりわけ非営利組織の労働市場に対す

る働きかけを中心に論じていくこととしたい。以

上のような問題意識のもと、本稿の検討対象とし

ては、北部イタリアの自治県トレントで展開する
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労働政策とそれへの協同組合の関与を取り上げ
る。

2　トレントの労働市場と非営利組織

　EU諸国では、非営利事業組織に対する位置づ

けとして、あらたな福祉供給主体であるという捉

え方と同時に雇用創出源としての位置づけも高

い。たとえばトレント県の場合、協同組合での就

労者は、同地域の総就労者の約一割を占めるとさ

れている。しかし、本稿で問題とするのは、協同

組合を含む非営利セクターが、量的な重要性と並

んで、質的に労働市場にどのような影響をもたら

しているのか、といった点である。

2－1　トレント地域の労働市場の特質

　トレントの労働市場における非営利組織の「質

表1　年齢別の就労・失業状況1998年

的」位置づけを見る前段階として、この地域の雇

用問題を、トレント県労働公社（Agenzia　del

Lavoro）の調査から概観しておきたい3）。

　イタリア北部、オーストリアとの国境の手前に

位置するトレント自治県（人口460，700人）は、イ

タリアの他の地域に比して、失業率は著しく少な

く、全国平均の約1／3、また一般に経済的発展

を遂げているとされる北東部イタリアと比べても

さらに若干低い失業率となっている（表1）。さ

らに、男女別でみれば、女性の失業率は男性の約

2倍となっており、格差歴然ではあるが、北東部

イタリアの平均値と比べればその開きは小さい

（表2）。過去5年の、同地域の女性雇用の増加は

6，200ポストとされ、男性の新規雇用ポスト1，700

を3．5倍上回る点からみても、格差是正のとりく

みが重要視されていることがうかがえよう。

単位　％

　　トレント県

D．．・…

　イタリア北東部

D．．…．…．．・

イタリア全土

年齢層 　　　　　　　．．．A労率i失業率　　　｜ 　　　…
A労率i失業率　　　：

　．．・．．．．．・．．・・’・．A労率i失業率　　　1

　15　－　29

@30　－　49

@50歳以上

v（15歳以上）

　　…

T4．5i　　8．4
@　…
V9．Oi　　3．0
@　…
P9．oi　　2．3
@　…
S8．6i　　4．5　　｜

　　…

T4．6i　　10．0
@　…
V9．8i　　3．7
@　…20．9i　　2．6

@　…
S8．5i　　5．3　　｜

　　：
R6．8i　26．1
@　…
V0．8i　　8．0
@　…
Q1．4i　　4，5
@　…
S1．8i　　12．3　　｜

トレント県労政公社「労働市場の傾向」1999年版より

表2　男女別の就労・失業状況1998年 単位　％

　　トレント県

鼈鼈鼈鼈鼈

北東部イタリア イタリア全土

年　齢　層
　　　…
A労率i失業率　　　：

　　　…
A労率i失業率　　　1

　　　…
A労率i失業率　　　：

男　　　性

浴@　　性

　　…

U1．6i　　3．3
@　…
R6．5i　　6．3　　｜

　　…

U0．7i　　3．3
@　…
R7．2i　　8．2　　：

　　…

T5．2i　　9．5
@　…
Q9．4i　　16．8　　｜

トレント県労政公社「労働市場の傾向」1999年版より

　こうした数値を見ると、雇用問題については、

もともとの失業率が低い上、格差是正の努力も成

果を上げ順調であるかのように考えられよう。し

かしこの数値は、必ずしも雇用問題が深刻でない

ことを意味しない、というのが県の労働政策を担

う労政公社の見解である。第一に若年層の失業が

少ないのは、少子化傾向や学齢の長期化などで、

表面上労働力の供給が減じてきているためだが、

その実態は、短期の暫定的な仕事探しが普及して

いること、したがって就労形態が不安定・不規則

である上、不本意就職も多いこと、第二に企業側

が求める資質を備えた人材が必ずしも労働市場に
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潤沢ではなく、雇用主の不満も少なくないことな

どが、若年雇用の「質的問題」として指摘されて

いる（Varesi、1999）。

　以上の問題を受け、政策上の課題とされている

のが、第一に、就労準備の基本的な方向付けと企

業実習機会（通常3ケ月）の提供（高校生、大学

生対象）、およびそのための段階的な支援（主と

して職能形成）、第二に若年層による起業への援

助（事業コンサルタント、所得保障、職能形成な

ど）などである（Agenzia　del　Lavoro，1998）。第

一の点を見れば、若年側は、これまで少ない情報

の中でステレオタイプ化していた「仕事のイメー

ジ」を再構成することが可能となり、また一定の

座学を経て実習となるので短期ではあるが企業活

動に対する理解を効率的に深めることができる。

実習先の企業で実習後本格就労につながるケース

が多く、労働者、企業双方にとって不本意な結果

を回避することができるという。また第二の点に

ついては、小企業、とりわけ協同組合という形態

での仕事起こしを想定している4）。

　さらに、若年雇用の問題と並び、「就労面で社

会的な困難を抱える層」として政策の対象とされ

ているのが、「女性」および「不利を被る人々」

（sogetti　svantaggiati）である。いずれも、職能形

成や、受け入れ側が雇用環境を整えるための補助

金支出、起業支援とならんで、協同組合が有力な

雇用源、あるいは雇用創出の手だてとして位置づ

けられていることは、若年雇用の場合と同様であ

る。興味深いのは、単に数量的な雇用源として重

視されているだけではなく、「雇用の質」を考え

る際に、非営利事業組織、とりわけ協同組合への

言及が多い点である。

　本稿では「若年」、「女性」、「社会的不利益を被

る人々」といったカテゴリーの中でとりわけ第三

番目に関わる政策に焦点をあてていく。その理由

は、この分野においてトレント地域の「労働市場

の構築」のあり様がもっとも如実に特徴づけられ

ていると考えるからである。

2－2　トレントの労働市場と非営利組織との関

　　　係

　上記に述べた若年層や女性に関わる労働政策を

含み、地域開発政策における協同組合の重要性

は、イタリアにおいては特に南部問題との関連

で、1950年代から指摘されてきた（田中、1992）。

現在も、青年起業家奨励法（1994年）などに代表

されるように、南部政策をイノヴェイトしていく

点で、非営利事業組織の活用がますます有効視さ

れている（吉田、1997a）。また、1985年のマル

コーラ法では、倒産企業が協同組合として再生す

る道を開き、その結果、80年代後半から90年代は

じめにかけて、9000人の雇用を生みだした。現在

では新マルコーラ法制定が予定され、協同組合の

側も意欲的に南部への関わりを政策化している

（吉田、1997b，1999）。

　したがって雇用政策における非営利事業組織の

位置づけは、イタリアにおいては戦後50年を通

じ、かなり普遍的なものといえよう。

　しかしここに「不利を抱えるために、労働市場

から周辺化される人々」というカテゴリーが設定

されるのは比較的新しく、トレントの場合、1991

年の社会的協同組合法5）を受ける形で登場した。

この場合「不利」とは次の3つのサブカテゴリー

から成る。第一に、身体、精神、知覚に障害を持

つ場合。第二に家族からの適切な支えを欠くた

め、社会的排除の対象となっている場合。第三に

社会への不適応を生じている場合。第二、第三は

極めて抽象的な表現だが、それは個別に定義を確

定することが難しく、また時代によってもその適

用範囲が異なってくるためだ。なお、EU域外か

らの移民に関わる労働政策は別に独立した扱いに

なっている。

　政策内容は、次項と重なる部分が多いので、詳

細は後に見るとして、ここではその特徴を三点記

すに留めたい。すなわち、第一に、オリエンテー

ションに始まり、就労に向けた学習や実習、就労

活動、就労後の物理的・社会的・経済的環境の整

備に至るまで、個々の対象者を長期にわたって

フォローする体勢にあること、第二に、労働関係

だけでなく、福祉、教育、医療の公的・民間各機

関、運動団体そして家族との連携のもとで対象者

一人ひとり、個別に就労支援プログラムが組まれ

ること、第三に、就労する側と企業の側の双方

に、経済的インセンティヴが及ぶよう考慮されて

いること、などである。

　しかしこれだけ条件が整ったとしても、必ずし
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も一般企業から十分な参加が得られるわけではな

い。そこで、次項に見るよう、上記の政策的特徴

をより徹底させた形で、社会的協同組合を媒介と

した就労支援政策が試みられるようになった。

3　社会的協同組合を媒介とした、障害

を持っ人々、不利を被る人々（以下、政

策対象となる上記3つのカテゴリーを総称

　して「障害を持つ人々」と表記）に対する

就労支援

　トレント労働公社と協同組合運動の協力関係

は、先述の通り、協同組合が雇用創出源として重

視される社会的土壌の中で、かなり密接なものと

なっている。以下では、トレント労働公社が1992

年から取り組んできた「プロジェクト11」と呼ば

れる、障害者の就労支援策、特に実際の労働参加

前後のサポート体勢を取り上げたい。雇用政策に

おける協同組合の位置づけの具体例を示すためで

ある。

3－1　就労支援政策「プロジェクト11」の概要

　トレント労働公社が、1992年から取り組む「プ

ロジェクト11」のねらいは、その企画・遂行・評

価に一環して関わっているM．マイエッロ6）によ

ると、以下の5点にあるという（Maiello，1997）。

第一に協同組合の責任者・幹部、および直接の担

当者（チューター）を対象とした教育機会の提

供、あるいはそのための財政的支援7）、第二に、

障害を持った人が労働参加をする際、協同組合側

の組織上、あるいは生産技術面での課題と対処法

をさぐるためのコンサルタント支援（コンサルタ

ントコストの90％までを移転支出）、第三に、障

害を持った人々を協同組合が本格雇用した際の人

件費補助（通常二年間、例外的に三年間。初年度

は人件費の70％、二年目50％、三年目40％を移転

支出）、第四にチューターとして付添指導にあた

る担当者の人件費（50％を移転支出）、第五に、協

同組合からさらに別の一般企業に就職をした際に

は、その一般企業に対し、受け入れ環境整備のた

めに二年間にわたって年額8百万リラを移転支
出。

　以上の5点を見ると、まず、障害を持った人々

を受け入れる協同組合や企業の側の体勢づくりに

重点をおいた支援策であることが明らかである。

　次に支援のプロセスを確認しよう。プロセスは

単純化すると以下三つの過程から構成される。

　1　準備段階として労働公社と協同組合幹部

　　が、プロジェクトの肉付け（理念と手段の対

　　応付け）、障害を持った人々のニーズの理解、

　　具体的な仕事内容の検討。

　2　以下の内容を盛り込んだ実施計画書を協同

　　組合側で作成（当該協同組合の歴史／活動分

　　野／就労者の職能・資格／組織機構／社会的

　　有用性から見た成果／経済面から見た成果／

　　関係する財・サービスの市場分析／協同組合

　　の将来発展計画／経済性と障害者の労働参加

　　事業とをどう両立させるかについての見解／

　　個々の対象者別の労働参加計画／当面必要と

　　される教育機会、コンサルタントの内容）8）

　3　労働公社の技術専門委員会で、同理事会の

　　意見も参考の上、協同組合から提出されたプ

　　ロジェクトを検討。

　プロジェクト確定後は、数年にわたる長期支援

のため、一年ごとに協同組合、労働公社の技術専

門委員会で、プロジェクトの進行を評価・修正し

ながら、途中の変更についても柔軟に対応するこ

とが求められる。この試みは、常に自分たちの

サービスの質を問い直すという意味で、社会的協

同組合自身のキャパシティを広げることにもつな

がるが、同時に、移転支出を伴う公的支援の枠

で、「人の発達」を中心として計画変更に対処す

ることを迫られる行政にとっても、公的サービス

の硬直的体質の転換をはかる機会となり得る。

3－2　就労支援政策の効果と評価

　さて、以上のような政策概略を踏まえた上で、

その効果と評価に移りたい。

　それに先だって、障害者や社会的弱者の就労支

援事業が、トレント県の雇用政策全体の中で重要

な位置を占めていることを確認しよう（図1・図

2）。就労支援政策対象者の約50％が、障害者や

社会的不利を被っている人々で占められ、また本

格就労に至るための働きかけにおいても約40％が

同カテゴリーによって占められる。
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図1　労働公社の政策対象者（計8，511名）1991年～1997年
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　次に「プロジェクト11」に限って、労働公社が

算出した政策効果を挙げると、1992年から1995年

の間、115名の対象者が「プロジェクト11」による

就労支援を受け、そのうち57％がプログラムを終

了、また同対象者の46％がその後、本格就労を果

たしたとされる。さらに、労働公社のコスト・ベ

ネフィヅト試算によると、「プロジェクト11」を

通じた100リラの公的投資によって、483リラ分の

効果が生まれるという。すなわち公的投資は長期

的に回収されるのみならず、純益にして原資の三

倍の見返りが期待でき、これを社会的サービス提

供と就労支援に再投資していくことを、マイエッ

ロは提案する。

　以上は、「量的」に把握できる効果であるが、マ

イエッロはこれに優先して、以下の、政策の「質

的」な効果を重視する。「プロジェクト11」は、社
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会的協同組合を規定した381号法（1991）を受け

て導入されたプログラムである。トレント県で

は、381号法に先だって、既に1983年の時点で、実

質的にはA型社会的協同組合への委託事業を認め

る県レベルの法律35号9）が定められており、トレ

ントの協同組合は、この35号をフルに活用して、

自治体からの委託という比較的安定した事業基盤

の下、様々な「社会的排除」の除去に努めてきた

経過がある。

　しかし、この35号法には、教育活動としての就

労支援はあっても、障害を持った人、社会的排除

に直面する人々が、実際就労の場を得る局面への

関心が少なかった、というのがマイエッロの評価

である。確かに、B型社会的協同組合は、トレン

ト県全体の社会的協同組合の中で一割強に過ぎ

ず、これは全国的な数値、3割と照らしても低

い。35号法の存在という、相対的に恵まれた条件

のもとでA型協同組合が伸びてきたのに対し、B

型に対する公的な支えが少ない、という認識か

ら、労働公社の「プロジェクト11」が生まれたと
し・えよう10）。

　もともとB型社会的協同組合は、三つの矛盾し

た使命、すなわち第一に、教育／社会サービスの

提供では保護的対応を、第二に、就労支援では、

保護的であると同時に自立を促進する対応を、そ

して第三に実際の就労では、経済性への一定の配

慮が求められる、極めて多様なアイデンティティ

の集合体でマネジメントも難しい。「経営困難」

に陥ることも、一般に行政との委託関係が安定し

ているA型社会的協同組合に比して多いのが実状

である。

　それでは上記の宿命的な困難を、「委託」とい

う形でなく、プロジェクト方式で支援する意味は

何か。マイエッロによれば、それは社会的協同組

合の「企業性」を高めることにつながるからであ

るという。しかし、従来の「企業性」の発想で

は、短期的な視点でコストの削減をはかるなどの

手法が中心となって、社会的目的が侵害される恐

れがある。したがって政策側としては、企業が、

短期的な手法を相対化するような経済的インセン

ティヴと、注意深く、多くの参加を経て取り組ま

れた就労支援が、企業側のイノヴェーションとい

う面からも様々なプラス効果をもたらすことを、

身をもって確認できる機会を提供する必要があ

る。「社会的目的」か「企業的成功」かという二分

ではなく、「企業性」の意味そのものを、「社会的

目的」の観点から読み替えて肉付けしていく過程

が読みとれよう。

　さらに、トレント県で社会的協同組合の事業連

合活動を担うメナパーチェは、「プロジェクト11」

における協同組合の位置づけを以下のように見て

いる。彼は、「プロジェクト11」のような働きかけ

が存在しなければ、今日協同組合による労働参加

は断片的なもの（bricolage）にすぎず、また労働

政策の中で固有の役割を担うこともなかっただろ

うとして、次のように述べる。「我々の経験は、こ

こにきて力を蓄えた。トレントの社会的協同組合

事業連合とその加盟協同組合は、社会的弱者によ

る、労働市場へのアクセスのチャンスを評価し増

大した。職能形成、資格取得、仕事への着手と支

援、労働参加・社会参加などの様々な制度を可能

な限り駆使しつつ。我々は、一つのプロジェクト

内部における、これら制度的道具の完備性（com－

plementarieta）を強く要求した。こうしたネット

ワーク的な統合能力が、労働政策と社会政策の主

人公であるために必要な資質だった」

（Menapace，1998、　p　45）。

　以上をまとめれば「プロジェクト11」の質的効

果は以下のようになろう。第一に、何よりも、労

働市場から周辺化されていた人々が、プロジェク

ト参加により高い確率で安定的な就労に至ること

が可能となる。第二に、雇用源として期待される

B型社会的協同組合に、行政からの「委託」とは

異なる方式の支援形態を適用でき、それによって

B型協同組合のイノヴェーション（社会的目的の

発揮および、企業としての高度化の両面におい

て）をはかることも不可能ではない。第三に、自

治体と民間非営利（場合によっては一般企業も含

め）の、あらたな連携のあり方に道を開く。

　むろん、個々の労働参加の現場でどのような課

題があるのかは、別途議論の余地があろう。しか

しこの支援策を通じて、労働市場の構成を長期的

に社会的な目的に添ったものへと転じていく志向

は読みとれよう。
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4　行政および社会的協同組合の相互作

用の理論化にむけて

　ところで、協同組合運動の側では、自らの意義

付けを「あらたな福祉供給の担い手」とする位置

づけとともに「雇用創出源」あるいはもう一歩進

めて「労働市場再構成への契機」とする見方が定

着してきているが、研究テーマとなると前者に集

中する傾向が大きく、非営利による労働市場の再

構成に焦点を充てた研究は、その重要性にもかか

わらず相対的に少ない。

　そこでここでは、これまで述べてきたことの理

論化にむけて、「労働市場再構成」の観点から非

営利の分析を試みるボルツァガ（Borzaga，1998）

の見解を紹介しながら、今後の研究課題の整理し

たい。

4－1　労働政策の転換における非営利の役割

　ボルツァガは、これまでの労働政策を批判しそ

の転換を求める考えを以下のように述べる。「な

ぜ障害を持った人の雇用が困難か。それは企業の

志の低さや障害の持った人の生産性に関わるもの

ではない。障害を持った人の生産性の見極めをす

る力が、企業に備わっていないことこそ問題とさ

れるべきだ。企業は、一般的に、従業員の雇用の

際の選択と、その後の教育活動に投資を惜しむ。

したがってコストのかからない安易なレッテルに

よる選別方法（性別や学歴）を踏襲し、教育の投

資と効果も短期的観点でのみ判断する」（Borza－

ga，1998，p32）。こうした企業行動を、ボルツァガ

は「市場の失敗」「政府の失敗」の議論に併行させ

て、「労働市場の失敗」と称する。

　すなわち、障害を持った人の雇用が困難を極め

るのは、労働市場の機能不全に起因するものだと

して、そこに政策的介入の必要性を訴え、「プロ

ジェクト11」もこうした政策の一環として捉えら

れている。

　また、これまでの労働政策について言えば、こ

うした労働市場の機能不全そのものを是正するこ

となく、それを放置しながら、市場の外に障害者

雇用枠という「特別席」を設けることで切り抜け

ようしてきた。その政策は限界を来している。そ

れでは市場の欠陥そのものに挑む政策介入とは何

か。本来その人に備わっている力を読みとり、そ

の発揮を容易にするための環境整備をすること

が、市場の正常な機能回復には欠かせない。その

際、企業がコスト回避をする、採用時の選別と職

能形成において、公的な投資が必要となってくる

というのが彼の論理である（Borzaga，1998，　pp

38－39）。以上のことは前項3－1で見たように、

「プロジェクト11」で、障害を持った人々を受け

入れる側の環境づくりに力点が置かれていたこと

と対応する。保護策ではなく、むしろ市場機能の

正常化をめざすことこそ、障害を持った人々の雇

用問題を解決する策であるという、エコノミスト

の見地からの発言であり、市場そのものの概念を

再構成しながら、企業が「企業の論理」で就労支

援に参加できる土壌を探ろうとするものである

（これに実証的に言及した彼の調査研究が近刊さ

れる予定である）。

4－2　「市場の社会的構築」論をめぐる今後の

　　　研究課題

　本稿の目的は、冒頭で述べたように、労働公社

の政策を一つの例として、トレント地域での「労

働市場の社会的構築」の一端を見ることにあっ

た。今一度流れを整理して以下の3点を確認しよ

う。第一に、トレントという、量的な経済指標で

は相対的に恵まれている地域で、しかし質的な雇

用問題が存在すること。第二に、その中で最も労

働市場からの排除に苦しむ人々を対象としたプロ

ジェクトが、自治体と協同組合の連携で取り組ま

れてきたこと。第三に、そのプロジェクトは既存

の諸政策と異なる発想に基づくこと。すなわち、

受け入れ企業が、長期的に自らのイノヴーション

（組織上・生産技術上）を考えた時、就労支援へ

の取り組みが企業にとって現実的な選択肢となる

よう、社会関係を作り直していこうという発想で

ある。

　その際、当然次のような概念一「市場」とい

う枠にこだわる限り、障害の程度が重い場合に

は、依然排除の対象となる可能性があるのではな

いか一も生じよう。実際の現場では、「プロ

ジェクト11」は、単独の政策として捉えられては

おらず、人の発達要求に添った「円環」の一つと

して位置づけられている。「社会サービスとして
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の就労学習」と「本格就労にむけた就労支援」と

は、制度的には明確に異なるものとされている

が、生身の人間はその両者を、行きつ戻りつしな

がら、徐々に労働市場に接近をしていく（田中、

2000b）。したがって上記の懸念は、観念的なも

のに過ぎないかもしれないが、再構成の途上にあ

る市場もまた、万能でないことは言うまでもな

い。非営利研究は、「非営利の失敗」にもまた敏感

でなければならないだろう。

　　「市場の再構成」とは、魅力的ではあるが極め

て抽象的なスローガンだ。それが現実のダイナミ

ズムの中でどう生成しつつあるのか。その一端を

掴むために筆を進めてきた。むろん本稿は「プロ

ジェクト11」への言及としては極めて一面的でし

かない。何より利用者（プログラム参加者）や協

同組合から見た「プロジェクト」の効果の検討に

及んでいないからである。この点については稿を

改めて論じたい。また、こうした連携の具体的局

面の把握を事例研究として積み重ねていくことが

重要だろう。

　その上で、トレントに限らず、各地域で取り組

まれつつある非営利組織と公的組織の連携が、局

部的な成功のエピソードにとどまらず、普遍化し

ていくための社会的条件を探っていくことが、筆

者の当面の課題である。

　　　　　　　　　　　　　（2000．1．6　受理）

注

1）何をもって「非営利事業組織」とするかは、剰余

　金分配をめぐる取り扱いから、ヨーロッパ型（剰余

　金の限定的な分配を認める立場で、協同組合も「非

　営利」組織に含める）とアメリカ型（剰余金分配を

　全面的禁止する立場で、ボランティア団体、アソシ

　エーションが主。協同組合は含めない）にわかれる

　が、本稿では、協同組合組織も非営利事業組織に含

　むとする前者の立場を取る。なお日本の特定非営

　利活動促進法の対象となるNPOの法的な定義は

　アメリカi型となっている。

2）　理論的にはA．バニャスコの「市場の社会的構

　築」論（Bagnasco，1985）に依拠しているが、イタ

　リアの非営利事業組織にそれを応用していく際に

　はC．ボルツァガ（Borzaga，1998）、　C．ランチ

　（Ranci，1999）、　L．ファッツイ（Fazzi，1998）の

　諸理論にも負うところが大きい。

3）　地域の雇用問題、雇用政策を担当するかつての

　労政局（労働省管轄）は1983年、県の公社（Age－

　nzia　de1　Lavoro）となり、独自の理事会（工業会、

　職人協会、労働組合団体、県、研究老などから構

　成）の運営で、200名のスタッフを擁する調査・研

　究・教育機関となっている。本稿では「労働公社」

　という訳語を充てた。

4）援助の内容は、①開業に際しての市場調査（最高

　4千万リラまでの援助）、②職能形成（マネジメン

　ト部門と技術部門の双方にわたって）、③所得支援

　（障害の有無、失業期間などによりカテゴリー別と

　なっているが、およそ男性労働者一人につき年間

　2千万リラ、女性労働者一人につき年間2．4千万リ

　ラ）、④企業活動に関するコンサルタントのための

　資金援助（年間3千万リラ）、外部専門家（チュー

　ター）の活用に関わる費用負担（70％まで）、⑥自

　営労働促進のための資金提供（低利・長期返還型

　の融資、あるいは移転支出）など。

5）　社会的協同組合とは、以下の二種の活動を通じ

　て、地域社会の普遍的な利益を追求する、公益的性

　格を持った協同組合とされる。第一の活動として、

　社会、福祉、教育サービスの提供（A型）。第二に不

　利な状態に置かれている人々への就労機会の提供

　（B型）。381号法（1991年）によって法的に認知さ

　れたものだが、実態的には1970年代の後半から、生

　産・労働・サービス協同組合の形を取って形成さ

　れてきた。例えばトレント県では、現在のA型社会

　的協同組合を想定した県法35号法が1983年に作ら

　れている。イタリアの社会的協同組合の最近の動

　向については、（富沢、1999）（川口・富沢、1999）

　および（協同総合研究所、1999）参照。

6）　トレント自治県の労働公社で、政策立案に関わ

　り、ブレーシャCGM研究センターの所長でもあ

　る。公社の政策スタッフとして非営利事業組織の

　研究メンバーの関わりが深いことも、トレントの

　労働行政の一つの特徴であろう。

7）　労働公社が直接教育プログラムを組む場合もあ

　るが、現在は地元トレント大学経済学部の非営利

　セクター研究所が担っている。

8）　こうした項目は、自治体との委託契約の際、協同

　組合が作成を求められる入札書類内容と一部をの

　ぞきほぼ一致している。いわゆる社会的バランス

　シートと並んで、上記のような項目への対応は、協

　同組合にとって馴染みのある活動である。

9）　この法律は、「自治体から非営利組織への委託事

　業を通じて、社会的排除の防止・除去を行うため

　の働きかけを規定」（同法）するものである。

10）障害を持つ人々の就労支援には、A型の協同組

　合も関わっている。しかし同じ「就労支援」でもA

　とBとでは、それぞれが担う課題が異なる。A型の

　場合は、支援的・教育的性格のサービスであり、当
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事者と労働の関係においては、仕事との出会い方、

付き合い方などの基礎的な学習と初歩的な職能形

成が目的とされ、労働の前提となる要件の獲得を、

ソフトな保護的環境の中で行うものである。B型

協同組合は、意識的には企業であり、市場で存立す

ることが必要とされ、仕事の習得と生産活動の内

部での参加（作業のみならず人間関係においても）

を果たすことが求められる。二つの社会的企業に

は、異なる行動哲学が伴い、それにしたがって、当

事者に対して異なる働きかけ、異なる発達プログ

ラムが存在する。現在の課題は、その両老を、人の

発達という流れにどう効果的に配置するか、であ

る。なお、実際の障害を持った人々に対する利用プ

ログラムは、「プロジェクト11」だけでは不十分な

ため、EUの様々な補助事業を組み合わせた利用
となる。
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